
 京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を改正する規則を公布

する。 

  平成２９年５月２日   

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第  号 

   京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を改正する規   

   則 

京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を次のように改正する。 

第１条第１項中「又は」を「及び」に改め，「区役所支所」の右に「（以下「区役所等」

という。）」を加え，同条第３項中「区役所若しくは区役所支所」を「区役所等」に，「又は」

を「及び」に改め，同条第１０項中「区役所又は区役所支所の福祉部福祉介護課」を「区

役所等の保健福祉センター子どもはぐくみ室」に，「「福祉介護課」」を「「区役所等子ども

はぐくみ室」」に，「当該福祉介護課」を「当該区役所等子どもはぐくみ室」に，「の福祉介

護課」を「の区役所等子どもはぐくみ室」に改め，同条第１１項中「福祉介護課」を「区

役所等子どもはぐくみ室」に改め，同条第１２項中「区役所又は区役所支所の福祉部保険

年金課」を「区役所等の保健福祉センター健康福祉部保険年金課」に改め，同条第１３項

中「福祉介護課」を「保険年金課」に，「保険年金課」を「区役所等子どもはぐくみ室」に

改め，同条第１４項中「福祉介護課」を「区役所等子どもはぐくみ室」に改め，同条第１

５項中「，全ての福祉介護課並びに全ての区役所又は区役所支所の福祉部支援課及び同部

支援保護課」を「並びに全ての区役所等の保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課，

同部障害保健福祉課及び同部生活福祉課（以下「区役所等生活福祉課」という。）」に改め，

同条第１６項中「，全ての福祉介護課」を削り，「区役所又は区役所支所の福祉部支援課及

び同部支援保護課」を「区役所等子どもはぐくみ室」に改め，同条第１７項中「区役所又

は区役所支所の保護課及び支援保護課」を「区役所等生活福祉課」に改め，同条第１９項

中「同局医療衛生推進室医務衛生課及び医療衛生センター」を「保健所の医療衛生推進室

医務衛生課（以下「保健所医務衛生課」という。）及び同室医療衛生センター」に，「健康

づくり推進課及び全ての保健センター支所」を「健康福祉部健康長寿推進課（以下「保健

センター健康長寿推進課」という。）」に改め，同条第２０項中「同室医務衛生課，」を「保

健所医務衛生課及び」に，「保健センターの健康づくり推進課及び全ての保健センター支所」

を「保健センター健康長寿推進課」に改め，同条第２２項中「又は」を「及び」に改める。 

１０



第２条第１項及び第２項中「区役所又は区役所支所」を「区役所等」に改め，同条第１

０項各号列記以外の部分中「福祉介護課」を「区役所等子どもはぐくみ室」に改め，同条

第１３項第１号を削り，同項第２号を同項第１号とし，同項に次の１号を加える。 

   区役所等子どもはぐくみ室及び神川出張所の職員 第１０項各号に掲げる事務で，

区役所等子どもはぐくみ室及び神川出張所の所管に属するものに関すること。 

 第２条第１４項中「福祉介護課」を「区役所等子どもはぐくみ室」に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成２９年５月８日から施行する。 

（行財政局人事部人事課）


